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太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討会
（第１回）における専門家ヒアリング
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再エネの地域トラブルの
要因と懸念

太陽光発電の地域
トラブル報道案件数
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太陽光発電設備がもたらす自然環境への影響
・自然破壊（森林や草地の伐採・景観悪化・

土砂崩壊、水質悪化等）
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太陽光発電設備がもたらす自然環境への影響

・野生動植物の生息地の消失
→土地造成とパネル敷設で動植物の生息地が

消失・分断化・移動
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・野鳥への影響

1.直接的な生息地の消失
2.生息地の分断・改変
⇒生息場所からの移動、行動圏の変更

3.食物減少による生存率、繁殖成功率の低下
4.発電設備への衝突
⇒太陽光パネルを水域と間違えて衝突(Lake effect)
⇒発電所を囲むフェンス等への衝突



アンケート結果：PVによる野鳥への影響(2017年）
（ｱﾝｹｰﾄ回答あり41/89団体・事例あり20/41団体 ※計27事例・重複あり）

★繁殖地利用の阻害（17事例）
タマシギ、コアジサシ、チュウヒ、ヒクイナ、オオジシギ、オオタカ
クイナ、コチドリ、アカゲラ、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒバリ、
ウグイス、エナガ、センダイムシクイ、オオヨシキリ、エゾセンニュウ、
コヨシキリ、ノビタキ、キビタキ、カワラヒワ、ホオジロ、アオジ

越冬地利用の阻害（6事例）
ヒドリガモ、マガモ、コガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、クイナ、
ヒクイナ、ﾊｲｲﾛﾁｭｳﾋ、コミミズク、モズ、ヒヨドリ、ツグミ類、アオジ

個体数の減少・消失（3事例）
オオジシギ、ヤマセミ、ホオアカ

環境省レッドランク
絶滅危惧Ⅰ・Ⅱ類
準絶滅危惧種
普通種
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アンケート結果： PVによる自然環境への影響
（回答あり41/89団体・事例あり20/41団体 ※22事例・重複あり）

●環境改変（22事例のうち）

・草地の伐採：10事例
・森林伐採:6事例
・裸地化：3事例
・池沼の被覆：3事例

●開発規模（22事例のうち）

・1～5ha ：11事例
・6～10ha  ：4事例
・20～50ha：6事例
・50ha以上：1事例
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太陽光発電は小規模でも
自然破壊を伴うと、
野鳥や野生動植物の
生息に影響を与え得る



風力発電事業における
環境紛争の発生要因

畦地（2014）J. of Japan Society of Energy and Resources, Vol. 35, No. 2 より転載

イヌワシ、クマタカ、
オジロワシ、オオワシ
など希少種の生息分布
への立地が主な紛争の
発生要因



第2回・再生可能エネルギーの適正な導入に向けた環境影響評価のあり方に関する検討会 資料2より
転載

厳しい環境大臣意見の発出状況



BSが発生する施設規模と立地場所の関係
（NEDO既往研究）

風力発電等導入支援事業／環境アセスメント調査早期実施実証事業／環境アセスメント迅速化研究開発事業
既設風力発電施設等における環境影響実態把握Ⅱ 報告書より転載

・2012年以前に計画された風力
発電事業は比較的事業規模が
小さく、法アセスの対象外



10両計画ともに総出力5万kw以下の事業



対象となる規模要件国名

5万kW以上（それ以外は簡易ｱｾｽ）米国

新設すべて（簡易アセス） ※別途リプレイス案件向けの要件設定ありカナダ

タワーの高さ50m超の新設すべてフランス

50基以上（ラムサール条約湿地等では10基以上）スペイン

1.5万kW以上または10基以上はスクリーニングオランダ

20基(ラムサール条約湿地等では10基）以上でスクリーニングポルトガル

0.1万kW以上イタリア

設定なし（ただし、3基以上は自治体でスクリーニング）イギリス

4基以上
3基以上かつ総出力１万kW以上

デンマーク
スウェーデン

・高さ50m以上または20基以上（2万kW以上を想定）
・6～19基（一般的スクリーニング）
・3～5基（簡易スクリーニング）

ドイツ

10万kW以上韓国

5万kW以上中国

諸外国での風力発電アセスの対象規模要件
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自然環境の保護と太陽光・風力発電
の導入が両立するには…

・出力規模ではなく、立地によって法アセス実施を
求めるのが本来あるべき姿ではないか

・法アセスの対象事業に係る第一種および
第二種事業の規模要件を引き下げる必要がある

・これまでより多くの案件で法アセスを実施させ、
適切な立地での事業計画となるよう誘導する
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太陽光発電事業
・第1種事業…現行のまま
・第2種事業…1千kw～3.99万kwに拡大
理由…太陽光はアセスの費用負担割合が大きく、すべての
事業でアセス実施させるのは非現実的。第2種事業の対象
を拡大し、不適切な立地選定の案件のみアセス実施。また、
土地改変面積も考慮に入れられないか検討するのがよい。
※１千kw＝面積1haに換算できるのではないか

風力発電事業
・第1種事業…現行5万kw→1万kwに引下げ
・第2種事業…0.75万kw～0.99万kwに引下げ
理由…2021年10月の引上げ以前に戻し、できるだけ多くの
風力発電事業で法アセスを配慮書から実施させるべき

自然環境保護との両立に適切な規模要件とは
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必要なその他の施策
自然環境の保護との両立のために

●屋根設置型、垂直型、自然共生型、生物多様性や生態系
に影響を与えない営農型の太陽光発電の積極的推進

●種の保存法の改正
・生息等保護区の設定増加（第36条関係）
・第34条の土地所有者・占有者の保存留意義務の強化
・第35条における環境大臣による指導の強化
・命令に従わない者の公表や罰則強化

●適切な立地への誘導
・地球温暖化対策推進法に基づく再エネ促進区域指定が進んでいない
・区域指定が進むような施策を実行する

（例；国が市町村を支援、指定することのメリット増大など）
・環境配慮基準の見直し

（例；国立公園第2・3種特別地域を保護指定するなど）

●戦略アセスの導入


